
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.772

避難の状況と市内居住の状況

10月18日ＨＰ更新

避難の状況（平成２４年１０月１８日現在）

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,515人計

164人所在不明

5,462人転出

1,889人死亡（震災以外の死亡含む）

その他

18,595人計

(11,420人)（うち福島県外）

18,595人市外の知人宅や借上げ住宅等

(0人)（うち福島県外）

0人市外の避難所

市外避難者

45,451人計

5,382人市内の仮設住宅

5,141人市内の知人宅や借上げ住宅等

0人市内の避難所

34,928人自宅居住

市内居住者

49,429人71,561人計

一部居住制限区域
一部避難指示解除準備区域

35,596人47,116人原町区

13,833人11,603人鹿島区

一部帰還困難区域
一部居住制限区域
一部避難指示解除準備区域

－12,842人小高区

備考
平成24年10月18日
現在の居住者数

平成23年3月11日
現在の人口

市内居住の状況

次ページへ続きます

※3月11日以降の転入者及び他市町村からの避難者を含むため、避難の状況の市内居住者数と合計の数が異なります。
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※1週間ごとに変わります。

みなみそうまチャンネルは、
交流ルームひばりのパソコンとテレビでもご覧いただけます。

パソコン視聴

1. オープニング＆今週の番組

2. ガンバレシピ第20回～さつま芋とりんごのサラダ～

3. 小池長沼仮設住宅の夏祭り

4. スマイルふくしまプロジェクト

5. 第25回高平地区文化祭

6. 小高区内の様子 6月～8月

7. 南相馬市民の歌

8. いきいき体操

9. みなみそうまチャンネルからのお知らせ

アクトビラ配信

1. オープニング＆今週の番組

2. ガンバレシピ第19回～青菜と菊のお浸し～

3. 第5回もとまつり

4. 作るぞ!元気なおせんべい授業（最終回）

5. 障がい者虐待と障がい者虐待防止センターについて

の講演会

6. 波乗り体操

7. みなみそうまチャンネルからのお知らせ

番組内容 [10月22日～]

【福島県内市町村別】

2浅川町7只見町27桑折町115須賀川市

2鮫川村7大玉村32田村市122白河市

2天栄村9国見町34鏡石町154伊達市

3平田村14磐梯町34川俣町173二本松市

7,175合 計4古殿町16小野町37西郷村386新地町

1富岡町5玉川村16会津美里町48猪苗代町452会津若松市

1広野町5北塩原村19下郷町49本宮市654郡山市

1塙町6石川町20西会津町65南会津町764いわき市

1矢吹町6矢祭町22三春町68会津坂下町1,794福島市

1柳津町7金山町25棚倉町100喜多方市1,865相馬市

人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村

18,646)(10/114和歌山県15福岡県48大阪府546神奈川県

18,595合 計5宮崎県17岐阜県56青森県584栃木県

14※海外5鳥取県18大分県58愛知県625千葉県

-山口県6香川県19滋賀県96静岡県802茨城県

1鹿児島県10三重県20広島県97岩手県872埼玉県

3徳島県11愛媛県30沖縄県111長野県996東京都

3奈良県11富山県34石川県113秋田県1,175新潟県

4熊本県12岡山県38京都府122北海道1,346山形県

4佐賀県13長崎県42福井県137山梨県2,881宮城県

4高知県14島根県44兵庫県355群馬県7,175福島県

人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県

2012.10.18現在 （南相馬市HPより）【都道府県別】

※南相馬市外に避難している人数南相馬市民の避難状況

3浜通り×さんじょうライフvol.77
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福島県内公共用水域の環境放射線モニタリング調査結果については、環境省のホームペー

ジをご覧ください。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15808 

福島県内公共用水域の放射性物質モニタリング

問い合わせ 生活環境課 環境保全係 ０２４４－２４－５２３１TEL

災害危険区域指定について

10月18日ＨＰ更新

※旧警戒区域内（小高区、原町区の一部）が新たに指定されました。

東日本大震災による津波で、家屋が流出するなど、甚大な被害があった地域において、居

住するための新たな建物を建築することは危険と判断し、市民の安全を確保するため、災害危

険区域に指定し、建築制限を行います。

災害危険区域とは

建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しいため、居住目的である建築物の

建築に適しない場所として、市が指定した区域です。

指定の内容（建築制限）

区域を指定することにより、当該区域内においては、住居の用に供する建築物（注1）の建

築（注2）が制限されます。

（注1）専用住宅、共同住宅、併用住宅、老人ホーム、病院、旅館、ホテルなど宿泊を伴う建

築物が制限されます。それ以外の建築物（店舗、工場、倉庫等）の建築は可能となります。

（注2）制限される建築とは、以下の行為となります。

新築： 更地に新たに建築物をつくること、または別棟で新たに建築物をつくること。

増築： 敷地内の既存建築物に増築すること。

改築： 従前の建築物を取壊し、これと位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度の

ものを建てること。

移転： 同一敷地内で、建築物を移すこと（曳家）。敷地が異なる場合は新築。

告示年月日（効力が発生する日）
鹿島区 平成２４年 ４月 ３日 南相馬市告示第２７号
原町区（旧警戒区域を除く） 平成２４年 ５月１１日 南相馬市告示第５５号

小高区・原町区の一部（旧警戒区域内） 平成２４年１０月１７日 南相馬市告示第９６号

次ページへ続きます

今週号に資料を添付しました。 ※浜通りの世帯

浜通り×さんじょうライフvol.774
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指定する区域

問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築営繕係

０２４４－２４－５２５５
０２４４－２４－６１５１
ｋｅｎｃｈｉｋｕｊｕｔａｋｕ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ
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北川原、北向の一部、台ノ前の一部、西向の一部、広町、前田の一部、前原、町、屋敷西浦尻

銀田の一部、鴫鳴の一部、高野迫の一部、田中前の一部、八斗蒔の一部大井

稲村の一部、、江ノ東の一部、笠谷の一部、川脇の一部、半谷の一部蛯沢

北新田の一部、堀ノ内、南新田の一部井田川

一丁田、釜ノ上の一部、川寄、小蔵田、白金田、諏訪前の一部、千代前、戸谷場の一部、西浜田、
沼ノ上の一部、浜田の一部、八重生

塚原

芦谷地の一部下浦

塩行の一部、下川原田の一部岡田

入羽和形の一部、女迫の一部、貝塚、雁北の一部、北台の一部、腰巻、反田の一部、南台の一部、谷地角部内

小高区

大柳、下岩崎の一部、大明神、堂田、根柄の一部福岡

折戸の一部、上戸屋迫の一部、小沢、下戸屋迫の一部小沢

大北の一部江井

船沢の一部、前田の一部、水神崎の一部、浦の一部金沢

一丁田、落合、欠沼、川内、北浜田、反田、戸屋崎、原田の一部、昼谷地下江井

小房内、高柴、椿下の一部、西内の一部、畑合、東谷地、丸山の一部、谷地小浜

産迫の一部、梅田の一部、鍛治作、北梅田、谷地田堤谷

北川、越戸畑、逆堰、舘内の一部、舘腰の一部、仲川原、西谷地、西谷地南坪、沼田、前谷地の一部、横砂村上

地蔵堂の一部、脇の一部北泉

権現下の一部、山畑の一部、上ノ台、台畑、北畑、東坊志、京塚沢の一部、北・田、犬這の一部、
五畝田の一部、南谷地

雫

北谷地の一部、北赤沼、赤沼、見谷地、切付、須賀前、蔵前、百目木、八龍前、西田、才ノ下、新赤沼、
南見谷地の一部、中切付、東蔵前、三軒屋、北畑、作道、十日穴、三角谷地、南谷地、前田、北迎、
軍平の一部、北才ノ上の一部、南才ノ上、神田、愛原の一部、長沼

萱浜

仲西の一部、南谷地、赤沼、湊、大身、平、大橋、後川の一部、南赤沼下渋佐

穴田の一部、寺崎の一部、南谷地の一部、北谷地の一部上渋佐

原町区

福田、高屋釜、水久保、蛭沼、下沖、北原の一部、北町の一部、南町、釜前、西畑の一部、竹ノ内、竹ノ内前、
中谷地、中屋敷、剱ノ宮

南海老

大森の一部、明神前の一部、甲姥懐の一部、西庭の一部、玉貫の一部、姥懐の一部、浦尻、釜舟戸、
岩穴前の一部、中谷地、磯ノ上の一部、糠塚の一部、鳥喰の一部、中堤の一部、東浦尻、乙姥懐の一部、
釜舟戸北、港口、釜舟戸西、釜舟戸東、釜舟戸堤内、坂見前の一部

北海老

添越の一部、原田、寺下、南谷地、牛島、石崎、浜、町、戸屋の一部、南入の一部、寺前の一部、宮田の一部、
大迫の一部、鳥居作の一部、中谷地、前谷地、大木戸、北向の一部

烏崎

仲田、堤下の一部、舘下の一部、高田の一部、町田の一部、明神、川前、南田大内

蓮花町、踏切、蛭田、中ノ内、金山田、前田、瀬戸内、高畑の一部、前畑、西畑の一部、南沢田、竹花、
大古内、二ツ沼、谷地

南右田

釼宮の一部、八龍町の一部、塔場の一部、八斗蒔、桶師屋、竹花の一部、宮田、北染師、沼田、染師、軍塚、
稲荷田、浜田、北高屋釜、南高屋釜

北右田

字名等大字名

鹿島区

災害危険区域一覧

※ 字名には登記簿等と異なる表記の地区があります。

FAX
TEL

E-mail
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平成２４年第６回定例会の 終日、今村裕議員ほか５名により「桜井勝延市長に対する問責

決議案」が提出され、採決の結果、賛成多数で可決しました。

決議の内容は、以下のとおりです。

桜井勝延市長に対する問責決議

市長は、世界に誇る南相馬の再生を掲げた復興ビジョンを定めた。

しかし、東日本大震災と福島第一原発の事故から１８ヶ月が経過した現在も、復興どころか復旧すら

ほとんど進んでいない状況にある。市民は、くらしと命を守る上でこれまでの市政、市長の対応に大きな

不安を覚えている。これは、６・７月に実施した「市意向調査」での市の復興策に「評価しない」が４１％

に及んでいることにも表れている。一部の市民はあきらめ感を持ち、南相馬市から転出している。

市長の責任となる緊急の課題での問題は、以下の通りである。

まず第１は、警戒区域・避難指示区域等の見直しにかかわっての不備である。

警戒区域の見直しについては、市民や議会の意見を聞く機会を与えず、性急にその期日を決めてし

まい、市民に大きな不安を与えた。

更に、事故を起こした原発の状況の説明がないまま、除染やガレキ処理、危険区域の設定や集団移

転、災害公営住宅の入居、インフラ整備等のスケジュールすら当時示されず、区域等の見直しと期日

が決められた。その上、防犯への備えが不十分であり、市民の不安に応えていない。

そして、一部住民にしか連絡が行かなかった市民説明会であったことと併せ、その説明会での市長の

姿勢は、市民を代表して国の対応に向き合うのではなく、国の代弁者に成り下がった一方的とも言える

説明で、住民の不安を増大させてしまった。

第２には、市民のくらしと命を守るための緊急の課題が進んでいないことに対して、市長がその責任を

感じていないことである。その課題を列記すると以下の通りである。

１．放射能除染物質の仮置き場がほとんど決まらないこと。そのためにいまだに除染の見通しがたっ

ていないこと。

２．旧警戒区域のガレキ処理が始まっていないばかりか、家庭系ごみすら処理されないこと。

３．防災林の構造に無用にこだわり、防災林造成を遅延させているばかりか、ガレキ処理の遅れもま

ねいたこと。

４．原発事故による損害賠償にあたって、市民の立場での対応にいまだに至っていないこと。

５．市職員が大量に退職している責任が市長自らの姿勢にあることを不問にし、他人事にしていること。

これら対応には、市長は先頭に立って職員を指揮し、議会や市民に協力を求めるべきである。全国

各地への講演や、マラソン大会への出場、山口県知事選挙応援などのいとまはないのである。

これらの混乱と、対策が進まない原因は、市民、議会の意見を聞かず、独断と思いつきで決定をし、

執行を繰り返していることによるもので、まことに遺憾のきわみである。

よって、南相馬市議会は、桜井市長に対して猛省を促すとともに、その責任を問うものである。

以上、決議する。

平成２４年９月２６日

南相馬市議会

桜井勝延市長に対する問責決議案を可決

問い合わせ 議会事務局 議事係 ０２４４－２４－５３１１TEL

浜通り×さんじょうライフvol.776
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野馬追の里健康マラソン大会実行委員会では、「スポーツ復

興祈念」を冠とし、「第２５回野馬追の里健康マラソン大会・第７

回ウオーキング大会」を２年ぶりに開催します。

今大会は、今年７月に（財）日本陸上競技連盟より第３種公

認を受け全天候型にリニューアルオープンした雲雀ヶ原陸上

競技場をスタート・ゴールに、距離別や年齢別に３５種目で健

脚を競います。

また、特別招待選手として、本市出身のトップアスリート 今井

正人選手（トヨタ自動車九州陸上競技部）や、トライアスロン 西

内洋行選手（西京味噌）、本市ゆかりの佐藤敦之選手（中国電

力陸上競技部）も出場します。

記録を目指す方はもちろん、自分のペースで心地よい汗を

流したい方など奮ってご参加ください。

『スポーツ復興祈念！』

第２５回野馬追の里健康マラソン大会 ・ 第７回ウオーキング大会
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日 時 平成２４年１２月２日（日）≪雨天決行≫

会 場 南相馬市雲雀ヶ原陸上競技場 （ウオーキング：雲雀ヶ原祭場地）

受 付 ８時～９時 （ウオーキング：７時３０分～８時）

種 目 <マラソン> ハーフ、10km、5km、3km、2km、1.5km

<ウオーキング> 10km、5km、3km

※詳しくは、開催要項をご覧ください。

参加資格 小学１年生以上の健康な方（一人一部門）

参 加 料 一般男女2,500円、親子ペア2,500円、ウオーキング500円

※小・中・高校生は無料

申込期限 平成２４年１０月３１日（水）

申込方法 開催要項に添付された申込書（払込取扱票）に必要事項を記入し、参加料を

添えてお申し込みください。なお、郵便振替およびインターネットでの申し込

みもできます。

ただし、参加料無料の方は郵便振替およびインターネットでの申し込みはで

きませんので、大会事務局へ郵送してください。

※詳しくは、開催要項をご覧ください。

※インターネットでの申し込みはこちらから http://runnet.jp/

※開催要項（申込書）をご希望の方には郵送しますので、事務局までお問い合わせください。

【お知らせ】 開催要項の制限時間について、 【誤】「ハーフの部：２時間００分」

【正】「ハーフの部：２時間３０分」

問い合わせ 野馬追の里健康マラソン大会実行委員会事務局（文化スポーツ課）
〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27

０２４４－２４－５２１９
０２４４－２３－３０１３
ｂｕｎｋａｓｐｏｒｔｓ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ

FAX
TEL

E-mail
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六巡目の一時立入りは、以下の方法により実施します。

中継基地・受付方式

中継基地は、浪江幾世橋中継基地および毛萱・波倉スクリーニング場を使用します。

※「道の駅ならは」は使用しません。

一日当たりの立入り世帯数等

原則として、一中継基地に1日当たり４００世帯程度を上限として実施します。

立入り車両・持ち出し可能物

(1)立入り車両の台数は、一世帯につき１台とさせていただきます。なお、引越業者等の帯同

業者は最大２台まで立入りできます。

(2)スクリーニング場の場所的制約のため、立入り可能車両のサイズについては、全長６.４ｍ

（おおむね２ｔトラック相当）以下の車両とさせていただきます。

(3)スクリーニング基準（１３,０００ｃｐｍ）を超えるもの、屋外に置かれた物または経口摂取する

物は持ち出しできません。

立入り時間

立入り時間は、午前８時３０分～午後３時３０分の間の５時間を上限とさせていただきます。

（冬期間は夕方暗くなるのが早いため、事故防止のため、終了時間を繰り上げております。）

立入り人数

立入り人数は、安全確保の観点から原則２名以上とさせていただきます。なお、１５歳未満

の方は、立入りできません。

（やむを得ず、２名以上での立入りができない場合は、ご相談ください。）

通行許可証等

通行許可証等の一時立入りに必要な書類を、受付完了後に郵送させていただきます。

警戒区域への入退域

中継基地で、個人線量計、防護装備等をお渡しし、一時立入りしていただきます。お帰りの

際には、中継基地にこれらを返却していただくとともにスクリーニングを受けていただきます。

空間線量計の貸し出し

ご希望に応じて、空間線量計を１世帯に１台貸し出します。

六巡目一時立入りの実施方法概要

10月15日ＨＰ更新

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.778

マイカーによる立入り

次ページへ続きます
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その他

(1)飼っていたペット（生存中の犬または猫に限る）については、中継基地においてスクリーニ

ングの所要手続きを受けていただき、スクリーニング基準未満であることを確認のうえ、持

ち出すことができます。なお、コールセンターへの事前登録は不要です。

(2)車両について、ご希望に応じスクリーニング済み書を発行いたします。

(3)中継基地では、一般ゴミの回収は行いません。

実施について

五巡目と同様に、自家用車等による立入りをされない方のために、１１月２９日～１２月２日

にかけて、町ごと設定した世帯数を上限に実施します。

（浪江町は１１月２９日・１２月１日・１２月２日です）。

申し込み方法について

バスによる立入りを希望する方は、１１月１１日（日）までにコールセンターへ予約手続きをし

てください。

中継基地および持ち出し可能物など

(1)中継基地は、浪江幾世橋中継基地を使用します。

(2)持ち出せるものは、マイクロバスに持ち込める物で、住民の方々が自ら持てる範囲の物で

す。ただし、スクリーニング基準（１３,０００ｃｐｍ）を超えるもの、屋外に置かれた物または経

口摂取する物は持ち出しできません。

立入りの方法、一世帯当たりの人数および立入時間について

(1)自家用車等または送迎バスにて、集合場所に到着後、中継基地に来ていただきます。

その後、受け付け手続きを済ませ、マイクロバスにて一時立入りをしていただきます。

(2)一世帯当たりの立入り人数は 大２名とさせていただきます。なお、１５歳未満の方は、立

入りできません。

(3)立入り時間については、自宅付近でバスを降車してから２時間となります。

その他

バスによる立入りの場合、ペットの持ち出しはできません。

※以上の点以外については、基本的に「マイカーによる立入り」に準じます。

バスによる立入り

問い合わせ 災害対策課 消防防災係 ０２４３－６２－０１５１（直通）TEL

9浜通り×さんじょうライフvol.77



（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)
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浪江町内公共施設等の空間放射線量測定結果（2012.4.20～）

10月22日ＨＰ更新

浪江町が独自に実施した浪江町内小中学校等の空間放射線量の測定結果をお知らせします。

※測定結果については、区域見直しとは関係ありません。
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1.611.661.91JR浪江駅（階段） ※3
（除染前：2.61）

0.780.820.83コスモス保育園（園庭中央） ※3
（除染前：7.35）

2.973.10製材組合（敷地内中央） ※3
（除染前:4.80）

0.56御殿南地内（町営住宅前）

2.27酒田上原地内（酒田住宅内）

0.50藤橋不動尊（参道入り口）

2.042.052.01つしま活性化センター（玄関前） ※3
（除染前：7.44）

1.351.611.45津島保育所（所庭中央） ※3
（除染前：10.39）

1.451.451.61旧津島保育所（敷地内中央） ※3
（除染前：9.75）

3.713.754.11津島地区給食センター（入口） ※3
（除染前：8.02）

0.520.520.470.560.580.59浪江東中学校校庭（中央北東寄り）

0.280.270.250.320.250.29請戸小学校正面玄関（東寄り）

0.340.370.370.390.400.61幾世橋小学校校庭 ※1

0.550.520.560.580.560.68エスエス製薬（株）（ゲート前）

0.160.180.190.190.200.20浪江町役場庁舎 ※1

1.081.181.101.091.321.29浪江日本ブレーキ（株）（ゲート前）

3.153.193.453.363.453.71浪江高等学校校庭（中央北西寄り）

1.161.131.201.231.221.30浪江小学校校庭（中央南東寄り）

1.541.711.831.731.301.48ふれあいセンターなみえグラウンド
（中央北西寄り）※3

4.464.635.205.206.336.70浪江中学校校庭（北側入り口）※2

4.464.714.324.183.644.11大堀小学校校庭 ※1

3.533.963.723.683.323.68中上ノ原A町営住宅 ※1

4.765.365.155.214.725.47苅野小学校校庭 ※1

10.0510.9810.9610.9210.4211.45浪江高等学校津島校校庭 ※1

2.152.322.332.352.332.55津島中学校校庭 ※1、※3

4.785.475.395.515.325.83津島小学校校庭 ※1

6.166.087.486.356.656.63役場津島支所（西寄り）

10/198/177/106/155/184/20測定地

問い合わせ 災害対策課 放射線対策係 ０２４３－６２－０１５２（直通）TEL

※1 2012年4月20日から、測定値を文部科学省発表のモニタリングポストの値を転記

※2 2012年4月20日から、測定場所を校庭から北側入り口に変更

※3 除染モデル実証事業済みか所
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問い合わせ 災害対策課 放射線対策係 ０２４３－６２－０１５２（直通）TEL

11浜通り×さんじょうライフvol.77

桑折町、福島市内の仮設住宅の空間放射線量測定結果（10月17日測定）

10月18日ＨＰ更新
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0.060.060.070.060.070.07旧佐原小学校仮設住宅(談話室)

0.100.100.100.100.110.10しのぶ台仮設住宅(階段掲示板前)

0.340.340.340.320.350.30森合仮設住宅(中央)

0.100.090.090.100.090.10南矢野目仮設住宅(南集会所)

0.100.100.110.110.110.11南矢野目仮設住宅(北集会所)

0.200.210.220.210.220.21笹谷東部仮設住宅(西集会所)

0.150.140.160.160.160.13笹谷東部仮設住宅(東集会所)

0.130.120.130.130.130.14北幹線第一仮設住宅(南集会所)

0.110.100.120.110.110.11北幹線第一仮設住宅(北集会所)

0.190.210.210.200.210.21宮代第一仮設住宅(集会所)

0.170.170.190.180.180.17宮代第二仮設住宅(集会所)

0.140.130.140.140.140.15桑折駅前仮設住宅(第三集会所)

0.110.100.110.100.110.11桑折駅前仮設住宅(第二集会所)

0.100.100.100.100.100.10桑折駅前仮設住宅(第一集会所)

10/17
晴

9/5
晴

8/22
晴

8/1
晴

7/19
晴

7/4
晴測定地

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

福島県借上げ住宅【特例】制度の受付期間について

10月22日ＨＰ更新

福島県借上げ住宅特例措置の受付期間について、福島県より１２月入居可能物件（福島県

内の民間賃貸住宅）についても対象となる旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

なお、１月以降の受け付けについては、現在、明確な結論が出ておりません。通知がありまし

たら改めてお知らせいたします。

また、住み替え（福島県内から福島県内、福島県外から福島県内への移動に限る）につきま

しては、特別な事情がある場合に、一度に限り（世帯分離も含む）認められます。

詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

問い合わせ 生活支援課 住宅支援係 ０２４３－６２－４７３６（直通）TEL
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１１月２３日（金）～２４日（土）に十日市祭が開催されます。安達太良山のふもと、岳温泉で

一泊しながら十日市祭を楽しみませんか。

県外へ避難している方、先着１００名限定です。

宿泊日

１１月２３日（金）

宿泊料金

一人５,０００円（１泊２食付） ※１部屋２名から

申し込み

10月20日から受付中
①電話で仮予約をし、予約番号をもらってください。

②その後、申込用紙をFAXまたは郵送で岳温泉観光協会に

送付してください。

主 催

浪江町商工会・復興なみえ町十日市祭運営委員会

十日市祭をゆっくりみませんか？

10月17日ＨＰ更新

問い合わせ・申込先 岳温泉観光協会 （〒964-0074 二本松市岳温泉1-16）
０２４３－２４－２３１０ ※受付時間 午前９時～午後４時 年中無休

０２４３－２４－２９１１

浜通り×さんじょうライフvol.7712

FAX
TEL

今週号のチラシをご覧ください。

第６回市町村対抗福島県軟式野球大会の１０日

目（１０／２１）、あづま球場で準々決勝４試合が行

われ、浪江町が郡山市を敗りベスト４に進出しまし

た。

浪江町 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ －１

郡山市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －０

２８日には、福島市vs本宮市、浪江町vs白河市の

準決勝に続き、決勝を行い、参加５８市町村の頂

点が決まります。

第６回市町村対抗県軟式野球大会で浪江町がベスト４に進出

10月22日ＨＰ更新

※浪江町の世帯
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電子掲示板(デジタルフォトフレーム)に関するお願い

10月17日ＨＰ更新

双葉町からのお知らせ

13浜通り×さんじょうライフvol.77

双葉町では、デジタルフォトフレーム端末を町民の皆さまに貸出し、この端末を“電子掲示

板”として活用し、町からのお知らせなど各種情報を配信しておりますが、端末の電源が入っ

ていないため送信できず、通信がストップとなっている状態が生じております。

ご使用のデジタルフォトフレーム端末については、定期的に電源を入れていただき、配信内

容を確認されますようお願いいたします。デジタルフォトフレーム端末で新しい情報を受信する

まで電源を入れてから１０分程度かかる場合があります。

なお、新しい情報が受信できない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

問い合わせ 双葉町総合受付コールセンター ０１２０－４５５－７７０TEL

福島県借上げ住宅への入居受付期限の延長について

10月19日ＨＰ更新

福島県災害対策本部から以下のとおり受付期限の延長の通知がありましたので、お知らせ

いたします。

●福島県借上げ住宅の特例措置による入居受付の期限については、平成２４年１１月３０日ま

でとし、同日までに入居する物件のみ受け付けすることとします。

なお、県内から県内へ住み替えする場合も含みます。

●県外から県内への借上げ住宅に住み替えする世帯についても、上記にかかわらず借上げ

住宅の特例措置による入居を引き続き受け付けします。

問い合わせ 双葉町総合受付コールセンター ０１２０－４５５－７７０TEL
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双葉町では、東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所事故からの町の復興に向けた

復興まちづくり計画(以下、｢復興計画｣)の策定にあたり、町民総参加の復興会議などでの町民

の幅広い意見を復興計画に反映させるため、関係団体の代表者および学識経験者等からな

る双葉町復興まちづくり委員会を設置し検討を進めているところです。

今回は、第3回目となる委員会を開催しました。はじめに｢7000人の復興会議｣中間整理につ

いての報告が行われました。獨協医科大学准教授の木村真三委員による｢チェルノブイリに学

ぶ福島･双葉町の現状｣の講演が行われたあと、今後の審議の進め方について活発な意見交

換が行われました。

今後も｢7000人の復興会議｣の開催とあわせて、委員会を定期的に開催し、町の復興計画の

策定について検討していきます。

第３回復興まちづくり委員会

[日時] 平成２４年１０月１６日(火) 午後１時３０分～

[場所] 旧騎西高校 4階 家庭科室

[内容] ･｢7000人の復興会議｣中間整理について

･木村委員の講演｢チェルノブイリに学ぶ福島･双葉町の現状｣

･今後の審議の進め方

･意見交換

会議資料

･次第

･資料1  双葉町復興まちづくり委員会委員名簿(出席者)

･資料2 ｢7000人の復興会議｣中間整理（概要 / 意見一覧）

･資料3  講演資料｢チェルノブイリに学ぶ福島･双葉町の現状｣

･資料4_1  今後の審議の進め方について

･資料4_2  中間整理と委員会の意見から見た課題の整理について

･参考資料1  第2回双葉町復興まちづくり委員会の議事概要（議事概要 / 座席表）

･参考資料2  委員からの書面での意見(第1回目分)

｢第３回双葉町復興まちづくり委員会｣を開催しました

10月19日ＨＰ更新

浜通り×さんじょうライフvol.7714

問い合わせ
双葉町埼玉支所 企画課 企画調整係

０４８０－７３－６８８０（代表）TEL
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【平成２４年１０月１５日現在】

双葉町民の避難状況

10月17日ＨＰ更新

3,312人◆福島県外に避難されている方

3,658人◆福島県内に避難されている方

人 数所 在

＊旧埼玉県立騎西高校・・・181人

都道府県別避難状況

1人

-人

3人

2人

18人

-人

-人

5人

6人

5人

12人

1人

人数

徳島県

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

都道府県

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

-人

13人

33人

10人

13人

13人

9人

13人

27人

241人

223人

375人

人数

三重県

愛知県

静岡県

岐阜県

長野県

山梨県

福井県

石川県

富山県

新潟県

神奈川県

東京都

都道府県

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

6,949人計207人千葉県12

8人沖縄県471,138人埼玉県11

15人鹿児島県4653人群馬県10

-人宮崎県45157人栃木県9

8人大分県44372人茨城県8

5人熊本県433,658人福島県7

6人長崎県4255人山形県6

3人佐賀県4118人秋田県5

12人福岡県40161人宮城県4

-人高知県3912人岩手県3

5人愛媛県3817人青森県2

-人香川県3716人北海道1

人数都道府県人数都道府県

＊所在不明（情報有り）、海外：21人 ＊震災時に生活実態なし：3人

＊死亡・行方不明：167人（うち災害関連死亡者(10/11現在)：94人、行方不明者：1人）

福島県内市町村別避難状況

-人

36人

4人

22人

24人

-人

2人

38人

18人

-人

-人

-人

-人

-人

人数

鮫川村

塙町

矢祭町

棚倉町

矢吹町

中島村

泉崎村

西郷村

会津美里町

昭和村

金山町

三島町

柳津町

湯川村

市町村

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

20人

38人

-人

-人

-人

15人

-人

-人

7人

3人

9人

7人

3人

-人

人数

会津坂下町

猪苗代町

磐梯町

西会津町

北塩原村

南会津町

只見町

桧枝岐村

下郷町

天栄村

鏡石町

大玉村

川俣町

国見町

市町村

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

6人桑折町14

55人本宮市13

3,658人計19人伊達市12

137人南相馬市11

12人新地町5830人田村市10

1人川内村5352人二本松市9

7人広野町5046人相馬市8

6人小野町4924人喜多方市7

16人三春町4851人須賀川市6

-人古殿町47263人白河市5

-人浅川町461,377人いわき市4

5人平田村45714人郡山市3

-人玉川村44119人会津若松市2

4人石川町43468人福島市1

人数市町村人数市町村

次ページへ続きます

15浜通り×さんじょうライフvol.77



東京電力㈱では、町内において｢屋根瓦落下家屋へのシート掛け作業｣を実施してきました

が、平成２４年１０月２２日(月)で施工を完了したとの連絡がありましたので、お知らせいたしま

す。

◆問い合わせ先

東京電力㈱ 福島原子力補償相談室(コールセンター)

０１２０－９２６－４０４ （受付時間 午前９時～午後９時）

東京電力㈱では、建物被害について、｢今後は財物に係る賠償の中で適切に対応する｣との

ことですが、町では今後もシート掛け作業を実施するよう強く申し入れてまいります。

被災自治体News

安否確認について

町民の安否確認等については、下記へお問い合わせください。

【お願い】

お問い合わせは、できるだけＦＡＸまたはＥメールにてお願いします。

また、安否確認等のお問い合わせをＥメールでいただいておりますが、返信不能となる場

合があります。

受信端末においてメール受信の制限をされている方は、［town.futaba.fukushima.jp］をドメ

イン指定受信の設定をお願いいたします。

問い合わせ
双葉町総合受付コールセンター

０１２０－４５５－７７０
０４８０－７３－６９２６
ｓａｉｔａｍａ＠ｔｏｗｎ.ｆｕｔａｂａ.ｆｕｋｕｓｈｉｍａ.ｊｐ

FAX
TEL

E-mail

浜通り×さんじょうライフvol.7716

屋根瓦落下家屋へのシート掛け作業の終了について

10月23日ＨＰ更新

問い合わせ 双葉町埼玉支所 総務課 ０４８０－７３－６８８０（代表）TEL

TEL
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大熊町からのお知らせ

問い合わせ
文部科学省 原子力災害対策支援本部 加藤

０３－５２５３－４１１１ 内線4604、4605TEL

17浜通り×さんじょうライフvol.77

福島第一原子力発電所２０km圏内の測定結果について

10月22日ＨＰ更新

12.9

22.2

5.7

47.4

4.7

8.6

2.3

17.6

36.2

2.2

2.3

13.7

10/16

13.0

22.7

5.2

47.6

4.6

8.9

2.4

16.5

39.5

2.2

1.9

12.1

10/10

12.5

21.2

5.7

47.4

5.4

8.2

2.4

16.9

38.6

2.2

2.3

13.7

10/2

NaI12.612.914.815.014.5南約4km熊川50

IC21.622.423.924.525.1南南西約4km熊川47

NaI5.96.05.76.06.1西南西約3.5km小入野38

IC49.149.548.851.149.4西南西約3km夫沢37

NaI5.45.45.85.35.3西南西約5km下野上36

NaI8.88.79.69.59.8西南西約7km野上35

NaI2.62.42.52.62.6西南西約8km大川原34

NaI18.218.417.519.818.6西約2.5km夫沢30

IC39.138.039.939.239.0西約2.5km夫沢29

NaI2.32.42.32.42.5西約11km野上26

NaI2.22.22.12.22.2西約14km野上25

NaI13.814.213.414.414.5西北西約2.5km夫沢23

9/269/189/129/48/28
線量計

空間線量率(μSv/h)
住所(測定位置) №

線量計の種類

NaI : NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる値 ／ IC : 電離箱による値

測定実施者：電力会社

避難区域等の見直しにより、避難指示解除準備区域に指定された区域に家屋とその敷地等

をお持ちの方が、県内にそれらに代わる家屋とその敷地等を新たに取得した場合、一定の要

件を満たしていれば、区域内の家屋等と同じ面積までの不動産取得税の額が減額されます。

なお、帰還困難区域等についても同様の制度がありますので、詳しくは新たに取得した家屋

等の所在地を所管する地方振興局県税部までお問い合わせください。

原子力災害に係る不動産取得税の軽減制度について

10月23日ＨＰ更新

問い合わせ 県北地方振興局県税部 ０２４－５２３－４６９９
県中地方振興局県税部 ０２４－９３５－１２５４
県南地方振興局県税部 ０２４８－２３－１５１７
会津地方振興局県税部 ０２４２－２９－５２５４
南会津地方振興局県税部 ０２４１－６２－５２１３
相双地方振興局県税部 ０２４４－２６－１１２６
いわき地方振興局県税部 ０２４６－２４－６０３３

TEL

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
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町民の皆さまへ（町長メッセージ）

10月19日ＨＰ更新

富岡町からのお知らせ

町民の皆さまへ

原発事故による避難から１年６ヵ月が過ぎました。長期に渡って極限の生活を強い

る状況が続いていることを、大変心苦しく思っております。

さて、富岡町第一次復興計画案が９月２６日の富岡町臨時議会で可決され、それ

に伴い町では「富岡町の帰還に関する宣言」の発動を正式に決定いたしました。

町民の皆さまからは、これまでも一日も早い区域再編、低線量地域から順を追って

の帰還、早急な除染やインフラ整備など多くのご意見を頂戴しておりますが、今後の

区域再編によって、一時帰宅や立ち入り等の方法・手段に違いが出てくるものの、本

格的な除染、インフラ復旧、医療・福祉、商店、雇用の確保など、生活環境の整備

には長期間の作業と労力が必要となります。このことから、町では今後５年間は帰還

できないと判断し、今回の宣言に至りました。

今後、この宣言によって、当町の現状や復旧に向けての課題及び問題点を国に強

く発信しながら、同時に賠償を最優先とし、区域再編と除染開始という復興に向けて

の作業を早急に進めて参りますので、皆さまのご理解とご協力並びにご支援を改めて

お願い申し上げます。

富岡町長 遠藤 勝也

福島第一原子力発電所事故に伴う富岡町の帰還に関する宣言

福島第一原子力発電所の事故の発生から１年６カ月経過した現在においても、事故は

未だ収束の途上であり、原子力災害は富岡町民はもとより、福島県全域に甚大な損害をも

たらしている。

また、当町民は今もなお元の生活に戻れる時期が見通せず、毎日不安な生活を送るなど、

極めて厳しい環境下に置かれている。

国においては、町の警戒区域を解除し、避難指示区域を見直すことにより３つの区域に再

編のうえ、今後の除染計画やインフラ復旧計画などを明示するとしているが、町民の安全・

安心を考えたとき、当町は以下の点について危惧の念を抱いており、これらへの対応策が確

保されていない現状においては、早期の帰還は困難であると判断する。

１．除染の効果について

当町の大半が高い線量下にある中、除染については有効な工法が確立されてお

らず、また、その効果も不透明であること。加えて農地や山林の除染においては計画

さえ明らかでないこと。
次ページへ続きます
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２．インフラ等の復旧について

当町のインフラ等は甚大な被害を受けており、その調査・計画・復旧整備が長期に渡る

こと。

３．農業の再開及び生活環境の整備について

基幹産業である農業の再開が見通せないことをはじめ、産業の創出や雇用の場の確

保が困難であるとともに、ライフライン等の復旧や生活に必要な医療機関、文教・福祉施

設及び商店などの生活環境が整わないこと。

４．健康に対する不安について

国が帰還の目安とする〝年間積算線量20ｍSVの基準″では、住民の健康不安は払

拭できず、また、低線量被ばくの影響についても科学的かつ分かりやすい知見が明らかに

されていないこと。加えて、当町は３・11東日本大震災以前の放射線量に戻すことを目標

としていること。

５．発電所の安全性について

福島第一原子力発電所事故の状況は、現在各プラントとも冷温停止の状態にあるとい

うものの、現在もトラブルが続いており、また未だに破損箇所の特定が出来ず、今後長期

間に渡る使用済み燃料や燃料デブリの取り出しなどの廃炉に向けた工程についても不透

明であること。

以上のことから、富岡町は少なくとも今後５年間（福島第一原子力発電所の事故から６年

間）は全町民の帰還は困難かつ不可能であるとの判断のもと『避難指示の解除』を行わな

いことを決定し、「帰還できない」ことを宣言する。

平成２４年９月２６日 富 岡 町

町議会活動報告

10月18日ＨＰ更新

国に『富岡町の帰還に関する宣言書』を提出

平成２４年１０月１５日、本町議会議員は町長ととも

に、首相官邸で藤村官房長官と面談し、健康に対

する不安をはじめとする諸問題を訴え、少なくても

今後５年間（原発事故より６年間）は全町民の帰還

は困難かつ不可能である旨の『宣言書』を手渡すと

ともに、関係する省庁を訪問し、迅速な対応を強く

要望しました。 （当議会より１２人参加）

問い合わせ 富岡町役場 ０１２０－３３－６４６６（代）TEL
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平成２４年度「郡山布引風の高原」の開花情報

10月19日ＨＰ更新

布引風の高原は、猪苗代湖と磐梯山を一望できる 高のロケーション。

日本 大級の風力発電所でもあるこの場所では、巨大風車の下、季節の美しい花々を楽し

めます。

☆湖南町（布引高原一帯）は、クマの生息地でもあります。もしクマに遭遇した場合は、落ち着

いて行動してください。

コスモス （見頃を迎えました。）

コスモスの開花場所は、記念碑の付近になっております。

コスモスの花言葉は「乙女の心」「美麗」「調和」などです。

青空の晴天の下・・・赤やピンク、白に濃紫などが調和された

色鮮やかなじゅうたんの先には、猪苗代湖と磐梯山が一望できるかもしれません☆

色づき始めた紅葉と爽やかな秋空の下、美麗なコスモスが咲く布引高原をお楽しみ下さい♪

◆平成２４年１０月１９日（金）時点のコスモスです。

満開に咲いたコスモスを見渡せます。

（平成２４年１０月１９日撮影）

問い合わせ 農林部 農政課 ０２４－９２４－２２０１TEL

郡山市からのお知らせ

布引高原への道路工事完了のお知らせ
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、「郡山布引風の高原」の入口である市

道赤津２号線の舗装面の亀裂による工事のため片側通行となっておりましたが、道路工事が

完了し片側通行が解除となりました。

布引高原へお越しの際は、事故のないよう対向車に気をつけて通行してください。

浜通り×さんじょうライフvol.7720
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福島県では、福島県弁護士会と連携し、弁護士による対面の法律相談を実施ししております。

相談料は無料ですので、請求手続きについて不明な点などお気軽にご相談ください。

相談方法および内容

事前予約が必要になります

受付番号：０２４－５２３－１５０１（原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口）

受付時間：午前８時３０分～午後８時（平日）

相談時間

３０分 （午後１時３０分～３時５０分に実施）

法律相談実施場所

福島県による原子力損害賠償に係る巡回法律相談のお知らせ(11～12月)

次ページへ続きます

福島県からのお知らせ

福島県会津若松合同庁舎 本館1階会議室
(会津若松市追手町7-5)

11月8日(木)
11月20日(火)
11月30日(金)
12月6日(木)
12月13日(木)
12月20日(木)

会津若松市6

白河商工会議所 会議室
(白河市道場小路96-5)

11月8日(木)
11月15日(木)
11月22日(木)
12月6日(木)
12月13日(木)
12月20日(木)

白河市5

福島県郡山合同庁舎 第4会議室
(郡山市麓山1-1-1)

11月14日(水)
11月21日(水)
11月28日(水)
12月5日(水)
12月19日(水)
12月26日(水)

郡山市4

福島県伊達合同庁舎 1階会議室
(伊達市保原町大泉字大地内124)

11月14日(水)
12月5日(水)

伊達市3

福島県二本松合同庁舎 2階会議室
(二本松市金色424-1)

11月21日(水)
12月12日(水)

二本松市2

福島県青少年会館 第6研修室
(福島市黒岩字田部屋53-5)

11月28日(水)
12月19日(水)

福島市1

実施場所相談日実施市町村No.

21浜通り×さんじょうライフvol.77



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.7722

福島県いわき合同庁舎 南分庁舎3階中会議室
(いわき市平字梅本15)

11月6日(火)
11月13日(火)
11月20日(火)
12月11日(火)
12月18日(火)
12月25日(火)

いわき市10

福島県南相馬合同庁舎 402会議室
(南相馬市原町区錦町1-30)

11月8日(木)
11月22日(木)
12月6日(木)
12月20日(木)

南相馬市9

相馬市役所分庁舎 第1会議室
(相馬市中村字大手先13)

11月15日(木)
12月13日(木)

相馬市8

福島県南会津合同庁舎 4階会議室
(南会津町田島字根小屋甲4277-1)

12月12日(水)

南会津町商工会舘岩支所会館 2階会議室
(南会津町松戸原156)

12月7日(金)

南会津町商工会田島本所会館 2階会議室
(南会津町田島字行司12)

11月2日(金)

南会津町7

実施場所相談日実施市町村No.

問い合わせ 福島県生活環境部 原子力賠償支援課 ０２４－５２３－１５０１TEL

福島原子力補償相談室（コールセンター）
０１２０－９２６－４０４（フリーダイヤル）

受付時間：午前９時～午後９時

問い合わせ
TEL

平成２４年１０月１７日

東京電力株式会社

○結婚の事実だけをもって精神的損害に対する賠償を終了の扱いとすることはありません（事故後に

結婚された場合でも、精神的賠償を継続させていただいているケースもあります）。

なお、結婚された方に対する当社の賠償の考え方につきましては当社ホームページの「本賠償のご

請求に関してよくいただくご質問」に掲載しております。

○当社といたしましては、引き続き、結婚の事実だけでなく、具体的なご事情を個別にお伺いさせてい

ただき、避難と同様の実態であることが確認できた場合には、避難を継続された場合と同様のお取扱

いとさせていただきます（避難と同様の実態であるにもかかわらず、精神的損害に対する賠償を終了

のお取扱いとしている場合がございましたら、改めて個別のご事情を確認し、適切に対応させていただ

きます）。



常磐自動車道 いわき四倉IC～広野IC間
昼夜間連続通行止めの実施について

NEXCO東日本いわき管理事務所(福島県いわき市)は、常磐自動車道いわき四倉インタｰチェン
ジ(IC)～広野IC間において、東日本大震災で被災した路面補修工事を実施するため、下記のとお
り昼夜間連続通行止めを実施します。

お客さまにはご迷惑をお掛けしますが、高速道路の安全・快適な環境
を維持するために必要な工事ですので、ご理解とご協力をお願いします。

■通行止め区間と期間
常磐自動車道 いわき四倉IC～広野IC間(上下線)

平成24年10月20日（土）午前6時～11月5日（月）午前6時
（予備日：平成24年11月6日（火）～11月11日（日））

■迂回路
国道6号、県道41号

■工事内容
路面に生じた段差等の補修工事を行います。

※小雨決行としますが、大雨および強風の恐れがある場合は延期します。
なお、通行止めの実施判断につきましては、実施前日の午後5時に行います。

ＮＥＸＣＯ東日本 お客さまセンター
０５７０－０２４－０２４（ナビダイヤル）（24時間）
０３－５３３８－７５２４（PHS、IP電話のお客様）

問い合わせ
TEL

23浜通り×さんじょうライフvol.77

迂回路

NEXCO東日本いわき管理事務所（福島県いわき市）は、磐越自動車道 いわき三和インターチェ
ンジ（IC）～いわきジャンクション（JCT）間において、東日本大震災で損傷した路面補修工事のた
め、下記のとおり夜間通行止めを実施します。

お客さまにはご迷惑をお掛けしますが、高速道路の安全・快適な環境を維持するために必要な
工事ですので、ご理解とご協力をお願いします。

■通行止め区間と期間
磐越自動車道 いわき三和IC～いわきJCT間（上り線）

平成24年11月13日（火）午後8時～11月14日（水）午前6時
（予備日：平成24年11月14日（水）～11月16日（金）のうち一夜間のみ実施）

■迂回路
国道49号

■工事内容
路面に生じた段差等の補修工事を行います。

※小雨決行としますが、大雨および強風の恐れがある場合は延期します。
なお、夜間通行止めの実施判断につきましては、実施当日の午前9時に行います。

磐越自動車道 いわき三和IC～いわきJCT間
夜間通行止めの実施について



浜通り×さんじょうライフvol.7724

024-924-7101郡山市

0243-33-1111本宮市

浪江町:男女共生センター内

（二本松市郭内一丁目196-1）

双葉町:旧騎西高校

（埼玉県加須市騎西598-1）

大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松氏追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

024-525-3793福島市

市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています

南相馬市 0244-24-5232

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0120-455-770

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

被災自治体 問い合わせ先一覧

1南相馬市鹿島区

8南相馬市原町区

12郡山市

1本宮市

1福島市

市町村名 世帯数

南相馬市小高区 42

浪江町 8

双葉町 4

大熊町 2

富岡町 2

川内村 2

いわき市 1

三条市に避難している
世帯数( 2012.10.24現在）

交流ルームひばり通信

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256‐34‐5511

真宗大谷派三条別院では、毎年１１月にお取り越し報恩講を厳修しております。

参道には露店が立ち並び、多くの参詣者でにぎわいます。

三条別院の本堂で、皆様と一緒に合掌させていただきたいと思います。

ぜひ、お気軽にお参りください。

開催日時 1１月５日（月）～８日（木）

会 場 三条別院（東別院）

※会場には、駐車場があります。

入 場 料 無 料

（来場の際はひめさゆりカードを提示してください）

実施主体 真宗大谷派三条別院報恩講実行委員会

参加希望の方は、申し込み用紙に記入のうえ、ひばりまで申し込みください。
電話での申し込みも受け付けます。

また、三条別院へ直接の申し込みもできます。
真宗大谷派三条別院 0256－33－0007 0256－33－2847

くわしくは、先週号のチラシをご覧ください。

申し込み締め切り １０月３１日（水）

問い合わせ 交流ルーム ひばり （総合福祉センター内）

０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 8：30～18：00 [休館日] 毎週木曜日

TEL

E-mail

FAXTEL


